
五所川原市健康増進計画「第２次健康ごしょがわら２１」（案）についての 

意見募集結果について  

 

五所川原市健康増進計画「第２次健康ごしょがわら２１」（案）についての意見募集に

対し、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。  

いただいた意見の概要とそれに対する市の考え方は下記のとおりです。  

 

記 

 

１ 意見募集期間  

平成２６年５月７日から平成２６年６月６日まで  

 

２ 募集方法  

市のホームページに掲載したほか、民生部健康推進課、本庁舎及び各総合支所行政資

料スペースに備え付けました。  

意見提出は、郵送、電子メール、ＦＡＸのいずれかの方法によることとし、提出言語

は日本語としました。  

意見提出にあたっては、提出者の氏名・住所（法人等の場合は、その名称・事務所所

在地等の連絡先）の明記を条件としました。  

 

３ 提出された意見  

  １人の方から２件の意見をいただきました。その反映状況は次のとおりです。 

文章修正等 記述済み 実施段階検討 反映困難 その他 合計 

２件 ０件 ０件 ０件 ０件 ２件 

「文章修正等」・・・・本文の修正、記述の追加等意見を反映させるもの。  

「記述済み」・・・・・既に記述済みのもの。  

「実施段階検討」・・・計画の実施段階で検討又は対応すべきもの。  

「反映困難」・・・・・反映が困難なもの。  

「その他」・・・・・・質問や感想。施策の体系外への意見。  

 

意見の内容とそれに対する市の考え方及び意見を考慮した結果決定した案は、次頁のと

おりです。  

 

 

 

 



（提出された意見の内容とそれに対する市の考え方） 

№ 頁 提出された意見 市の考え方 

１ 58 

59 

③での「積雪や路面の凍結等によ

り、冬期間の屋外での運動が制限さ

れる点も考慮し、年間を通じて運動

が可能な施設など、多くの人が気軽

に運動に取組むことができる環境

を整えることが必要です」「水中で

の歩行や体操といった運動は、最も

安全かつ効果的な運動と考えられ

ているため、市内の水中運動が可能

な施設の利用についてのＰＲも必

要となります」を受けて、「④対策

ⅱ」に以下追加して下さい。「年間

を通じて運動が可能な施設をさら

に整備するとともに、し～うらんど

海遊館の積極利用」 

 

 し～うらんど海遊館の積極利用の観点か

ら、③の文章の最後の部分を「水中での歩行

や体操といった運動は、最も安全かつ効果的

な運動と考えられているため、し～うらんど

海遊館などの水中運動が可能な公共施設の

利用についてのＰＲも必要となります」と修

正し、④対策ⅱにし～うらんど海遊館で市が

実施している事業「国保健康アップ事業（国

保し～うらんどクラブ）」を追加します。 

 また、冬期間の屋外での運動が制限される

ことへの対策として、④対策ⅱに「・冬期間

でも室内（家庭）で行える運動教室の開催」

と、対策のⅳとして「年間を通じて運動でき

る施設の利活用」を追加しました。 

なお、さらなる整備（新築）については、

「新市建設計画（平成２５年３月改定）」に

て検討していくこととしているため、本計画

では記載しません。 

２ 66  ①～③を受けて「④対策ⅱ」に以

下を追加して下さい。「未成年者の

喫煙をなくすとともに、成人喫煙率

及び、たばこ消費量を 10 年間で半

減させる。」 

 

 72 ページの目標設定にて、「成人喫煙率」

の市の目標値を、現状値 24.8％の半分となる

12.0％に修正しました（修正前目標値：男

23.0％以下、女 5％以下）。 

なお、未成年者の喫煙については、飲酒と

同様法律で禁じられていることから、今回の

計画にて目標は設定していませんが、④対策

ⅰにある「思春期教室」にて小・中学校での

たばこのリスクに関する教育・啓発事業を継

続していきます。 

 


